
第６節　保育士
第１８条の４ 　この法律で、保育士とは、第１８条の１８第１項の登録を受け、保育士の名称を用い

て、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行う
ことを業とする者をいう。 

第１８条の５ 　次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となることができない。 
　１ 　成年被後見人又は被保佐人 
　２ 　禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算

して２年を経過しない者 
　３ 　この法律の規定その他児童の福祉に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより、罰金

の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して２年を
経過しない者 

　４ 　第１８条の１９第１項第２号又は第２項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から
起算して２年を経過しない者 

　５ 　国家戦略特別区域法（平成２５年法律第１０７号）第１２条の４第８項において準用する第
１８条の１９第１項第２号又は第２項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算
して２年を経過しない者 

第１８条の６ 　次の各号のいずれかに該当する者は、保育士となる資格を有する。 
　１ 　厚生労働大臣の指定する保育士を養成する学校その他の施設（以下「指定保育士養成施設」と

いう。）を卒業した者 
　２ 　保育士試験に合格した者 
第１８条の７ 　厚生労働大臣は、保育士の養成の適切な実施を確保するため必要があると認めるとき

は、その必要な限度で、指定保育士養成施設の長に対し、教育方法、設備その他の事項に関し報告
を求め、若しくは指導をし、又は当該職員に、その帳簿書類その他の物件を検査させることがで
きる。 

　○２ 　前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、
関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

　○３ 　第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 
第１８条の８ 　保育士試験は、厚生労働大臣の定める基準により、保育士として必要な知識及び技能

について行う。 
　○２ 　保育士試験は、毎年１回以上、都道府県知事が行う。 
　○３ 　保育士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行わせるため、都

道府県に保育士試験委員（次項において「試験委員」という。）を置く。ただし、次条第１項の
規定により指定された者に当該事務を行わせることとした場合は、この限りでない。 

　○４ 　試験委員又は試験委員であつた者は、前項に規定する事務に関して知り得た秘密を漏らして
はならない。 

第１８条の１８ 　保育士となる資格を有する者が保育士となるには、保育士登録簿に、氏名、生年月
日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 

　○２ 　保育士登録簿は、都道府県に備える。 
　○３ 　都道府県知事は、保育士の登録をしたときは、申請者に第１項に規定する事項を記載した保

育士登録証を交付する。 
第１８条の１９ 　都道府県知事は、保育士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取

り消さなければならない。 
　１ 　第１８条の５各号（第４号を除く。）のいずれかに該当するに至つた場合 
　２ 　虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 
　○２ 　都道府県知事は、保育士が第１８条の２１又は第１８条の２２の規定に違反したときは、そ

の登録を取り消し、又は期間を定めて保育士の名称の使用の停止を命ずることができる。
第１８条の２０ 　都道府県知事は、保育士の登録がその効力を失つたときは、その登録を消除しなけ

ればならない。 
第１８条の２１ 　保育士は、保育士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。 
第１８条の２２ 　保育士は、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た人の秘密を漏らしてはな

らない。保育士でなくなった後においても、同様とする。 
第１８条の２３ 　保育士でない者は、保育士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。 
第１８条の２４ 　この法律に定めるもののほか、指定保育士養成施設、保育士試験、指定試験機関、

保育士の登録その他保育士に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
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